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前橋市水道事業給水条例の改正について 

 

令和３年９月１日提出 

                        前橋市長 山 本   龍   

 

 

前橋市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 

 前橋市水道事業給水条例（平成５年前橋市条例第１９号）の一部を次のように改正

する。 

 第２５条第１項前段中「、使用水量」を「及び使用水量」に改め、「もの）」の次

に「（私設消火栓及び畑地かんがい給水装置に係る料金については、当該料金区分に

定める額）」を加え、同項の表を次のように改める。 
                                       

種別 用途 料金区分（従量料金においては、１立方メートルにつき）

専用給水

装置 

    

  

一般用 基本

料金 

口径１３ミリメートル ９７０円 

口径２０ミリメートル １，１０５円 

口径２５ミリメートル １，１４０円 

口径３０ミリメートル １，３００円 

口径４０ミリメートル １，８００円 

口径５０ミリメートル ３，６００円 

口径７５ミリメートル １３，０００円 

口径１００ミリメートル １７，０００円 

口径１５０ミリメートル ４７，０００円 

従量

料金 

使用水量が８立方メートルまで ４０円（口径

２５ミリメートル以下は０円） 

 使用水量が８立方メートルを超え３０立方メー

トルまで １３５円 

 使用水量が３０立方メートルを超え５０立方メ

ートルまで １７５円 

 使用水量が５０立方メートルを超え３００立方

メートルまで ２１９円 



 

 

 使用水量が３００立方メートルを超え３，００

０立方メートルまで ２２９円 

 使用水量が３，０００立方メートルを超えるも

の ２０３円 

浴場業用 基本

料金 

口径２０ミリメートル ４，９００円 

口径２５ミリメートル ４，９２０円 

口径３０ミリメートル ５，０２０円 

口径４０ミリメートル ５，２６０円 

口径５０ミリメートル ６，１５０円 

口径７５ミリメートル ６，５７０円 

口径１００ミリメートル ７，３６０円 

口径１５０ミリメートル ９，９５０円 

従量

料金 

使用水量が１００立方メートルまで ０円 

使用水量が１００立方メートルを超えるもの ５

８円 

臨時用 基本

料金 

― 

 従量

料金 

２７７円 

私設消火 

栓 

 

演習用 １栓 １０分につき １，９８０円 

火災時使

用 

無料 

畑地かん

がい給水

装置 

畑地かん

がい用  

１アール（１アール未満の端数があるときは、これを切

り捨てる。）につき ２６円 

                                       

 第３０条第１項第１号を次のように改める。 

 (1) 使用日数が１５日以下のときは、基本料金の２分の１の額に従量料金（第２５

条第１項に定める従量料金の使用水量をそれぞれの２分の１として算定した額）

を加算した額とする。 

 第３１条本文中「第２３１条の２第６項」を「第２３１条の２の３第１項」に、

「指定代理納付者」を「指定納付受託者」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、第３１条の改正規定は、



 

 

同年１月４日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の前橋市水道事業給水条例（附則第４項において「改正後の条例」とい

う。）第２５条第１項の規定は、令和４年４月１日（次項において「施行日」と

いう。）以後の使用に係る水道料金について適用する。 

３ 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く水道使用者の令和４年

４月及び５月の使用水量検針分の使用水量に係る水道料金については、なお従前

の例による。 

 （令和７年３月３１日までの間における水道料金に関する特例） 

４ 令和４年４月１日から令和７年３月３１日までの間において使用する水道料金

は、改正後の条例第２５条第１項の表の規定にかかわらず、次の表に定めるとこ

ろによる。 
                     

種別 用途 料金区分（従量料金においては、１立方メートルにつき）

専用給水 

装置 

一般用 基本

料金 

口径１３ミリメートル ９３０円 

口径２０ミリメートル １，０６０円 

 口径２５ミリメートル １，０９５円 

 口径３０ミリメートル １，２００円 

 口径４０ミリメートル １，６７０円 

 口径５０ミリメートル ３，４１０円 

 口径７５ミリメートル １２，０００円 

 口径１００ミリメートル １６，３００円 

 口径１５０ミリメートル ４５，１００円 

 従量

料金 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用水量が８立方メートルまで ３８円（口径２

５ミリメートル以下は０円） 

  使用水量が８立方メートルを超え３０立方メー

トルまで １３０円 

  使用水量が３０立方メートルを超え５０立方メ

ートルまで １６８円 

  使用水量が５０立方メートルを超え３００立方

メートルまで ２１１円 

  使用水量が３００立方メートルを超え３，００

０立方メートルまで ２２１円 



 

 

  

 

 

 

使用水量が３，０００立方メートルを超えるも

の １９５円 

 浴場業用 基本

料金 

口径２０ミリメートル ４，９００円 

口径２５ミリメートル ４，９２０円 

口径３０ミリメートル ５，０２０円 

口径４０ミリメートル ５，２６０円 

口径５０ミリメートル ６，１５０円 

口径７５ミリメートル ６，５７０円 

口径１００ミリメートル ７，３６０円 

口径１５０ミリメートル ９，９５０円 

従量

料金 

使用水量が１００立方メートルまで ０円 

使用水量が１００立方メートルを超えるもの ５

８円 

臨時用 基本

料金 

― 

 従量

料金 

２６６円 

私設消火 

栓 

演習用 １栓 １０分につき １，９００円 

火災時使

用 

無料 

畑地かん 

がい給水 

装置 

畑地かん

がい用 

１アール（１アール未満の端数があるときは、これを切

り捨てる。）につき ２５円 

                                       

５ 前項の場合において、令和７年４月１日前から同日以後に引き続く水道使用者の

同年４月及び５月の使用水量検針分の使用水量に係る水道料金については、なお

従前の例による。 


